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医療 DX 推進体制整備加算における見直しについて（再掲載） 

 

医療ＤＸ推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件が、令和７年１０月か

ら変更となります。つきましては下記表をご確認ください。 

適用時期 R7.4.1～R7.9.30 R7.10.1～R8.2.28 R8.3.1～R8.5.31 

利用率実績 R7.1～ R7.7～ R7.12～ 

加算 1・4 45％ 60％ 70％ 

加算 2・5 30％ 40％ 50％ 

加算 3・6 15％ 25％ 30％ 

＜施設基準＞  

１. オンライン請求を行っていること。  

２. オンライン資格確認を行う体制を有していること。  

３. 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術

室又は処置室等において、閲覧又 は活用できる体制を有していること。  

４. 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録す

る体制を有していること。（加算１～３のみ）  

５. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。 

※（経過措置 令和８年５月３１日まで）  

６. マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有してい

ること。  

７. 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な

情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やす

い場所及びウェブサイト等に掲示していること。  
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８. マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じ

ること。  

※算定する場合は届出が必要です。 

※詳細は各医療機関様にてご確認ください。 

＜施設基準設定＞ 

医療 DX 推進体制整備加算１・２・３を算定する場合、下記設定が必要です。 

選択コード 施設基準名称 

4035 医療 DX 推進体制整備加算（医科・歯科） 

0992 医療 DX 推進体制整備加算１・２・３（自動算定） 

医療 DX 推進体制整備加算４・５・６を算定する場合、下記設定が必要です。 

選択コード 施設基準名称 

4035 医療 DX 推進体制整備加算（医科・歯科） 

※既に設定されている場合は施設基準設定の変更は不要です。 

 算定する加算が「１～３」から「４～６」に変わる場合は選択コード「0992」の施設基準

を有効にする必要があります。 
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※マイナ保険証利用率の登録につきましては下記手順に沿ってマニュアルをご確認

ください。 

１．「システムクレオからのお知らせ」より「マニュアル関連」を選択する。 

 

 

 

２．「診療報酬改定」→「■問い合わせ頻度が高い、、、」→「■マイナ保険証の、、、」

の順に選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

※施設基準の設定変更が必要な場合は下記手順に沿ってマニュアルをご確認くださ

い。 

１．「システムクレオからのお知らせ」より「マニュアル関連」を選択する。 

２．「マスタ・システム管理」→「施設基準の設定」の順に選択する。 

 

 

 

 

 


